
電磁的記録の開示に関する事務取扱要領   

  

 （趣旨）   

第１条  この要領は、川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号。以

下「条例」という。）第１６条第２項及び川崎市個人情報保護条例（昭和６

０年川崎市条例第２６号。以下「保護条例」という。）第３０条第２項の規

定による電磁的記録の開示方法に関し必要な事項を定めるものとする。   

 （用語）   

第２条  この要領で使用する用語の意義は、条例若しくは川崎市情報公開条例

施行規程（平成１３年川崎市議会告示第１号。以下「規程」という。）又は

保護条例若しくは川崎市個人情報保護条例施行規程（昭和６０年川崎市議

会告示第２号。以下「保護規程」という。）で使用する用語の例による。   

（公文書の開示に係る電磁的記録媒体）   

第３条  規程第９条第３号ウ又は保護規程第８条の４第３号ウに規定する「議

長が別に定める電磁的記録媒体」とは、光ディスク及び光磁気ディスクと

する。   

  （複写したものの交付）   

第４条  電磁的記録の複写したものの交付に使用する録音カセットテープ、ビ

デオカセットテープ、フロッピーディスク、光ディスク及び光磁気ディス

クは、次に掲げるものとする。   

(1) 録音カセットテープ  日本工業規格Ｃ５５６８に適合する記録時間１２

０分のもの   

(2) ビデオカセットテープ  日本工業規格Ｃ５５８１に適合する記録時間１

２０分のもの   

(3) フロッピーディスク  日本工業規格Ｘ６２２１又はＸ６２２３に適合す



る幅９０ミリメートルのもの   

(4) 光ディスク  日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１

２０ミリメートルのもの   

(5) 光磁気ディスク  日本工業規格Ｘ０６０５及びＸ６２７７に適合する幅

９０ミリメートルのもの   

  （開示方法）   

第５条  規程第９条第３号又は保護規程第８条の４第３号に規定する電磁的

記録の開示方法は、次に掲げる方法によるものとする。   

  (1) 規定第９条第３号ア又は保護規程第８条の４第３号アに規定する用紙

の大きさは、Ａ三判以下とする。   

 (2) 規程第９条第３号イ又は保護規程第８条の４第３号イに規定する電磁

的記録は、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー等（以下「パ

ーソナルコンピュータ等」という。）の専用機器により再生できるものに

限るものとする。   

 (3) 規程第９条第３号ウ又は保護規程第８条の４第３号ウに規定するフロ

ッピーディスク、光ディスク及び光磁気ディスクに複写したものの交付

は、パーソナルコンピュータ等の専用機器により再生できる電磁的記録

に限るものとする。   

  （部分開示の取扱い）   

第６条  条例第９条第１項本文又は保護条例第１８条第１項に規定する場合

における電磁的記録の部分的な開示の取扱いは、原則として、用紙に出力

したものにより行う。   

  （複写するものの制限）   

第７条  開示請求者が持参する録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、

フロッピーディスク、光ディスク及び光磁気ディスクへの複写による写し



の交付は、行わない。   

（ファイル形式の変換）   

第８条  フロッピーディスク、光ディスク及び光磁気ディスクに複写したもの

を交付する場合、ファイル形式等は、変更しないものとする。ただし、容

易に対応できる場合には開示請求者の指定する形式等に変換することがで

きる。   

 （開示に使用する機器）   

第９条  パーソナルコンピュータ等により再生できるものの視聴は、開示用の

専用機器によるものとする。ただし、当該機器により難いときは適当と認

める方法により行うものとする。   

 （開示方法の調整）   

第１０条  開示するに当り専用機器等の使用により事務の遂行に著しい支障

を及ぼす場合は、開示方法、開示の日時等を開示請求者と調整の上、開示

するものとする。   

   附  則   

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。   

   附  則（平成１７年７月２２日決裁１７川議庶第３７１号）   

 この要領は、決裁日から施行する。   

   附  則  （平成２１年９月１日決裁２１川議広第２９号）  

 この要領は、決裁日から施行する。  


